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産業建設常任委員会調査報告書 

 

1 調査事件 

市街地の整備についての検証（平成 25年 6月定例会で報告） 

 

2 調査目的 

商工会と産業建設常任委員会との懇談会が毎年開催されている。その懇談会の中で、

主要地方道余目温海線と一般県道余目停車場線（旧国道 47号の部分のこと。以下、旧

国道 47号とする）の歩道整備を含めた中心街区の整備について要望がだされている。

空き店舗・空き家・空き地の有効利用も含めて誰もが安心して住める市街地の整備に

ついて調査することとし、平成 25年 6月定例会で報告を行った。 

   その後、平成 30年 2月までの経過がどのように取り組まれているか、検証すべく調

査を実施した。 

    

3 調査経過 

平成 29年 12月 13日  建設課、商工観光課より聞き取り 

平成 29年 12月 19日  商工観光課より聞き取り 

平成 29年 12月 27日 

平成 30年 1 月 8 日  

平成 30年 2 月 6 日 

平成 30年 2 月 21日 

 

4 検証の結果                      

(1) 街路の整備 

［前回の意見］ 

ア 歩道の整備 

昭和 30年代に着工した旧国道 47号は、その完成当初から歩道上に建築物の一

部がはみだしており、歩道の幅員が狭い部分がある。（当時の規格上の幅員は 2m）

これは、道路工事が行われる以前からの旧北楯用水路の土手及び水路上に店舗や

家屋があり、道路工事に支障をきたす店舗家屋は立ち退き、あるいは移転したが、

道路工事に支障のないものは、新たに建て替える際に官地にはみだすことのない

ようにするとして、現在に至っている。官地にはみだしている部分は違法である

が、即刻立ち退くようにとすることは困難で、現状では、大江町のような大規模

な車道、歩道の改修は不可能といえる。 

さらに、旧国道 47号の歩道の真下には沢田幹線がある。この堰は雨水の排水路

となっており、一部生活雑排水が流入している。仮に歩道をフラットにした場合、

雨水が店舗家屋に流れ込む恐れがあるため、安易に路面の段差を取り払うことは

できない。段差を取り払うには、雨水が店舗家屋に入り込まないようにするため

の工夫が必要となる。現状にあるようなグレーチングの蓋を増やすか、全面をグ

レーチングの蓋化したり、排水対策をあわせて行わなければならない。現在、歩
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道に設置されているグレーチング部は、冬期間の排雪に利用されている。市街地

は排雪場所がほとんどないため、沢田幹線は冬期間なくてはならないものとなっ

ている。 

新庄市や大江町のように融雪設備を導入するためには、沢田幹線を埋め立てな

ければならないが、沢田幹線を完全に廃止することは、雨水排水対策の上からも

できない。これらの条件を同時に満たすには、やはり沢田幹線を利用して、排雪

することが現実的といえる。 

対症療法的ではあるが、店舗家屋で官地にはみだしている部分はそのままに、

歩道上の段差の解消や電柱の移設、道路管理者である県と公安委員会の理解を得

ての縁石の取り外しなど、歩道の改修を進めることは可能である。 

まず、地域の住民から声をあげることが重要で、歩道整備協議会（仮称）など

を立ち上げ、理解と合意が得られた部分から路面のフラット化や電柱移設などを

進めることである。その際、町は歩道整備協議会（仮称）の設立に助力し、問題

に対する対策、助言などを行い、歩道整備協議会（仮称）と共に県に歩道の整備

を強く要望すべきである。 

イ バリアフリー化   

新バリアフリー法では、重点整備地区における移動円滑化の意義に関する項目

で、地域における高齢者、障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を確保す

るためには、旅客施設、建築物等の生活関連施設及びこれらの間の道路、駅前広

場、その他の施設について、一体的に移動等円滑化が図られていることが重要で

ある。そのため、基本構想において、生活関連施設が集積し、その間の移動が通

常徒歩で行われる地区を重点整備地区と定め、生活関連施設及び生活関連経路の

移動円滑化の係る各種事業を重点的かつ一体的に推進することが必要であると

されている。 

つまり、生活関連施設がある程度集積している地区の移動を重点的に整備する

べきということである。ここでいう生活関連施設とは、駅などの旅客施設、町役

場などの官公庁施設、福祉施設、病院、学校、商業施設などが想定されている。

また、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区とは、生活関連施設

が徒歩圏内に集積している地区をいい、地区全体の面積がおおむね 400ヘクター

ル未満の地区であって、原則として、特定旅客施設※1または官公庁施設、福祉施

設等の特別特定関連施設※2に該当するものがおおむね３以上所在し、かつ、当該

施設を利用する相当数の高齢者、障がい者等により、移動が徒歩で行われている

地区を指している。 

旧国道 47 号は、この基準をほぼ満たしているといえる。町は、バリアフリー

の気運醸成を図る必要もあることから、この新バリアフリー法の基本方針に則っ

て、基本構想を各課横断的に策定し、国から必要な支援を受けるべきである。 

※1 特定旅客施設 

鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル法におけるバスターミナル、旅客

船ターミナル及び航空旅客ターミナルのうち、利用者が相当数であること、

または相当数であると見込まれること、その他の政令で定める用件に該当す
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る施設のこと。 

※2 特別特定関連施設 

学校、官公庁、老人ホームなど不特定多数が利用し、主として高齢者、障

がい者等が利用する施設のこと。 

ウ 街路灯の整備 

現況で調査した通り、駅前商店会の街路灯は、老朽化が進み改修が必要となっ

ている。街路灯の改修は、できれば歩道の整備と同時に行いたいが、歩道の整備

には長い時間を要することが予想されることから、街路灯の整備だけ先行して進

めることも考えられる。住民自治会と商店会が協議を進めている状況にあるので、

町は、「住みやすい地域づくり活動交付金」の申請を受けたら、街路灯の整備の

交付金を早急に交付すべきである。 

エ アーケードの老朽化 

茶屋町商店会の青葉通りのアーケードは、設置から 30 年以上経過し、老朽化

が進んでいることから、撤去、もしくは新設の必要がある。撤去、もしくは新設

する場合、名目上の所有者である茶屋町商店会と、実質の所有者であるアーケー

ド内商店との話し合いが必須である。町や商工会がアドバイザーとなり、撤去、

あるいは新設の話し合いをすべきである。仮にアーケードを撤去するとした場合、

アーケードに据え付けられた看板や照明など新設しなければならない。このこと

を町は考慮すべきである。 

アーケードを新設する場合には、商工業振興支援事業補助金があるが、茶屋町

商店会もアーケード内商店も比較的消極的である。これは、商店の費用負担が大

きいことが要因と考えられる。 

［検証の結果] 

ア 歩道の整備 

     旧国道 47号は、現在県道となっており、町として働きかけはしているが、整備

はされていない。 

     平成 28年度に沿線の行政区長、商店会、商工会などの関係者と町による懇談会

をこれまで 3 回実施し、沿線住民の意見集約を集落でまとめる段階にきている。

今後町としては、要望活動のための「歩道整備協議会（仮称）」を設立した上で、

バックアップしていきたいと考えている。しかし、店舗等の官地へのはみ出しな

ど、難しい問題があり、県からは地元の合意形成、地域活性化のためのイベント

開催などが求められている。 

イ バリアフリー化 

     時代の流れとともにバリアフリー化の要望も強くはなっているが、旧国道 47

号の整備と関連しており、現段階では地域の合意形成がなされておらず、具体案

は示されていない。 

ウ 街路灯の整備 

     余目地域の街路灯に関しては、基本的には地元町内会の管理となっており「住

みやすい地域づくり活動交付金」が活用されている。商店街の街路灯は、防犯灯

の役割もあることから、速やかに交付されている。 
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     平成 24 年度から 26 年度までは、中小企業庁から「商店街まちづくり補助金」

（上限 1.5億円、補助率 2/3）があり、調査案件もあったが申請に至っていない。 

     平成 28年度には、町と関係者が懇談会を実施し、その後「生活しやすい、安全

な街路を創る検討会」が民間の諸団体で設置し、庄内町商工会が事務局となり、

県への要望活動に向けて取り組んでいる。 

エ アーケードの老朽化 

     茶屋町商店会の青葉通りアーケードは、産業建設常任委員会の調査報告書提出

後の平成 27年度に撤去が完了している。 

     工期 平成 27年 5月 15日～6月 15日 

     事業費 4,212,000円（税込み） 

     財源内訳 商店街まちづくり補助金    2,600,000円（中小企業庁） 

          商店街まちづくり事業費補助金  403,000円（庄内町） 

          自己負担金          1,209,000円 

     アーケード撤去の影響は 6店舗であったが、一部店舗では看板の設置や、ドア

交換、日よけの設置を行った。そのうち 1店舗では、中小企業庁の「小規模事業

者持続化補助金」を活用し、看板等の設置を行っている。 

     新たなアーケード設置には、様々な補助金などはあっても個店の費用負担が大

きくなることが予想され、消極的であり、予定はない。 

 

(2) 空き店舗・空き家・空き地の有効利用 

［前回の意見］ 

市街地の整備には空き店舗・空き家の活用はかかせない。 

シャッターを閉じて経営をしていない商店の所有者は不動産を抱え込まずに賃貸に

出し、意欲があり経営のノウハウを持った他者に任せることも必要である。 

こうした新規店舗の出店のためには、起業家応援補助金制度があるものの、山形県

商工業振興資金融資制度か、株式会社日本政策金融公庫からの開業資金の借り入れに

対する利子補助でしかないため、使いにくい。起業家応援補助金制度を酒田市のよう

に開業資金補給とするか、家賃全額補助などのもっと使いやすいものにし、独立、新

規創業の促進を進めるべきである。空き店舗の有効利用として、日替わりによる利用

も有効と考える。長期的に経営を続けることには、不安を持っていても自分の都合で

できる範囲の趣味的な店をやってみたいと思う人や、実験的に販売を考えている人に

対して日替わりで貸し出しをするのも一考である。 

また、町の新しい施策である庄内町定住促進空き家活用住宅の制度を積極的に活用

し、住宅としてリフォームすることは空き家の有効利用につながる。 

空き地は、大江町の左沢中央通り商店街で借り上げて活用しているようにたまりス

ペースや駐車場として活用すべきである。 

［検証の結果］ 

平成 29年度に、空き家と空き地に関する町の取り組みや考え方を伝える場として 

5 町内会（東一番町、駅前、茶屋町、猿田町、上朝丸）で意見交換会として車座トー

クを実施している。地域で課題となっている個別案件などに意見を伺っているが、個
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人の所有物であることから、町としては有効な対策を提示できていない状態となって

いる。 

例は少ないが、少々のリフォームで利活用できるものに関しては、町としての考え

方を頭出しできるよう、検討している段階となっている。 

空き店舗に関しては、平成 26年度から起業家応援補助金に「改装費支援事業」を追

加し、支援の拡充を図っており、平成 28年度までに 3件が利用している。 

空き店舗の有効活用は、庄内町商工会からも支援要望がされており、創業希望者へ

県や日本政策金融公庫の制度資金活用、その後のフォローアップなどで支援を行って

いる。また、中心市街地まちづくり協議会では、空き店舗を無償借用しワークショッ

プ開催などの実績もある。ただし、空き店舗が住居を兼ねているケースでは、空き店

舗オーナーが賃貸借に消極的な部分もあり、課題は残っている。 

 

市街地整備については、旧国道 47号が県道であること、店舗等の官地へのはみ出し

があるなど、難しい問題が残っており、進んでいるとは言えない。しかし、老朽化し

たアーケードの撤去が完了するなど、限定的ではあるが、解決した部分もある。今後

は要望活動のための団体を設立し、沿線住民の合意形成を図ることが最優先であり、

町はバックアップ体制を構築し、バリアフリー化と街路灯の件も併せて問題解決にあ

たる必要がある。 
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